
幌延町商工業者向け各種補助制度のお知らせ

◆補助対象者（各補助制度共通）
　※全てに該当すること
　・町内で、事業を営む個人、法人、その他町長
が認める者

　・幌延町が課税する住民税の課税対象となる者
　・幌延町商工会の会員または会員登録を予定す
る者

　・町税等の滞納がないこと
　※補助対象経費に消費税は含みません
１．幌延町商工業経営力向上補助金
○制度内容
　事業の用に供する機械設備等の取得費用に対
する補助制度
○補助対象経費
　機械、装置、車両、運搬具、工具、器具、お
よび備品の購入費（50万円以上）
○補助率・補助金額
　補助対象経費の50％　限度額：500万円

２．幌延町商工業雇用促進補助金
○制度内容
　従業員を新たに雇用した事業者に対する補助
制度
○補助要件
　・新たな従業員（雇用日において満60歳以
下の者）を雇用し、その労働者の雇用日以
前１年間の最多常用労働者数を、新規に雇
用した日の総常用労働者数が上回っている
こと

　・雇用者が事業主の２親等以内の親族でない
こと　等

○補助金額
　・雇用促進相当分　１人につき３年間で100万
円

　　（初年度50万円、翌年度30万円、翌々年
度20万円）

　※新たに雇用された者が、当該雇用に当たって
本町に転入した場合「移住支援相当分」とし
て10万円を事業者に併せて支給します。

３．幌延町商工業人材育成支援補助金
○制度内容
　従業員（満60歳以下）に取得させる資格等に
要する費用に対する補助制度
○補助対象経費
　・研修や講習の受講に要する経費（テキスト
代含む）

　・資格取得に要する経費
　・旅費
　※対象外事業
　・飲食費、消耗品費、通信運搬費
　・補助対象経費が５万円に満たないもの
　・普通自動車第一種免許、普通自動二輪車免
許、原動機付自転車免許　　等

○補助率・補助金額
　補助対象経費の50％　限度額：20万円

お問い合わせ先・申請先：産業振興課 企画振興グループ　電話：５－１１１３　告知端末機：５－８８１４

○家屋を取り壊した場合
　「家屋滅失届」を提出してください。現地確認
を行った後、家屋の滅失処理をすることにより、
翌年度から課税されなくなります。
○家屋の名義を変更した場合
　「家屋名義変更届」を提出してください。なお、
登記されている家屋については、所有権移転登記
をすることにより、家屋名義変更届の提出が不要
となります。
○家屋を新築・増築した場合
　新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎
となる評価額を算出するため、担当職員が家屋調
査に伺いますので、完成後お早目にご連絡くださ
い。
○固定資産の現況確認の実施について
　地方税法の規定により、毎年10月から12月に

かけて現況確認を行います。
○留意事項
・固定資産税は、毎年１月１日現在の状況に基
づいて課税されますので、１月２日以降に取
り壊した家屋については、その１年間は課税
されることになります。反対に、１月２日以
降に新築された場合には、その１年間は課税
されません。

・住宅を取り壊した場合は、住宅用地の特例が
適用されなくなるため、土地に係る固定資産
税が高くなる場合があります。

・各種手続き等について、不明な点がありまし
たら、住民生活課税務保険グループまでお問
い合わせください。

固定資産税の家屋に係る手続き等について

お問い合わせ先：住民生活課 税務保険グループ　電話：５－１１１５ 告知端末機：５－８８１２

　町内の商工業の振興を促進するための各種補助制度を開始しましたのでお知らせします。

幌延深地層研究センターによる幌延町への経済効果

　北海道、原子力機構、幌延町の三者で締結した「幌延町における深地層の研究に関する協定書（三者
協定）」と幌延町議会の議決を経て施行した「深地層の研究の推進に関する条例（町条例）」を遵守して
研究を進めています。
　・幌延町に放射性廃棄物を持ち込みません
　・研究終了後は地下施設を埋め戻します
　・幌延町に最終処分場や中間貯蔵施設は建設しません

幌延深地層研究計画に関する協定および条例について幌延深地層研究計画に関する協定および条例について

原子力立地給付金の交付について
　電気料金の値上げ等に対する生活支援の観点から、電源立地地域対策交付金制度に基づき、交付金の一
部を給付金として交付します。 
　◇給付対象施設：幌延深地層研究センター
　◇対 象 者：幌延町で10月１日現在、北海道電力株式会社と電気需給契約のある方。
　　　　　　　　　※一般家庭における従量電灯、時間帯別電灯などの契約
　◇交 付 金 額：電灯契約１口当たり　8,100円（年額）
　◇交 付 方 法：電気料金振替口座への振り込み等
　◇交 付 時 期：平成29年11月中旬以降

　幌延深地層研究センターが平成13年に開所してから毎年、地元への経済効果についてお知らせしてい
ます。
　平成28年度の実績を同センターおよび関係機関の協力を得て確認したのでお知らせします。

　国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ） 幌延深地層研究センターでは、高レベル放射性
廃棄物の地層処分技術に関する研究開発として地層科学研究や地層処分研究開発を行っています。
○地下施設整備の状況【※現在：維持管理中】
　・立 坑 掘 削 深 度：東立坑380.0ｍ、換気立坑380.0ｍ、西立坑365.0ｍ
　・水平坑道掘削長：深度140ｍ調査坑道186.1ｍ、深度250ｍ調査坑道190.6ｍ、
　　　　　　　　　　深度350ｍ調査坑道757.1ｍ
　※本年度は、地下施設での調査研究を継続しながら第３期中長期計画に掲
　　げた次の３つの課題達成に向けた調査研究を進めます。
　　（１）実際の地質環境における人工バリアの適用性確認
　　（２）処分概念オプションの実証
　　（３）地殻変動に対する堆積岩の緩衝能力の検証
○施設見学等
　平成29年度 ゆめ地創館来館者数：6,409名（平成29年９月末日現在）
　例年４月から10月の第４日曜日に地下施設の見学会を実施しています。
　※来年度も施設見学会実施を予定
　　地下350ｍを体験できる貴重な機会です。ぜひご参加ください。
○ホームページについて
　幌延深地層研究センターのホームページでは、地下施設や調査研究の状況を適宜掲載しています。
　◇ホームページURL：http://www.jaea.go.jp/04/horonobe/index.html

幌延深地層研究センターについて

■経済効果の表 （単位：百万円）

H28 職員等57名、家族21名

年度 職員および家族数
機構発注 JV・共同研究機関発注
社宅および寮の賃借・管理
業務

工事請負・業務委託・物
品購入・借上・その他

工事請負・業務委託・物品
購入・借上・その他

60112 133
※この他に同センターの地元雇用、従業員等の町内消費、町税収入、電源立地交付金などによる経済効果があります。
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